
助成金や補助金

目的

財源 税金や雇用保険料に含まれている

国がしてほしいことをしてもらう為の補助的な位置づけ

助成金の種類

どうすれば受給できる？

社会保険労務士が扱う助成金

新たな雇い入れに関するもの

未経験者

母子家庭や高齢者等の就職困難者

有望な人材の雇い入れ

特定業種に関するもの

etc

人事考課制度

定年制

正規雇用転換制度

etc

会社負担のほぼ全ての教育訓練

特定業種

etc

etc 雇用調整助成金等（雇用の維持目的）

エコカー補助金

太陽光発電補助金

etc

条件に合致すれば誰でも受給可能ですが、事前準備が必要なものが多い

新たな制度を導入する場合

教育訓練に関するもの

その他の助成金（補助金） 国がしてほしいことをしてもらうための補助金

石山社労士事務所　　お問合せ ： (082)872-7108

助成金ってなに？


